
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
利
用
し
て
み
ま
せ
ん

か
。

相
談
窓
口

家
庭
児
童
相
談
室（
市
子
育
て
支
援
課

内
）

　
子
ど
も
や
家
庭
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
時
＝
月
〜
金
曜
日 

午
前
9
時
〜
午

後
4
時

電
話
番
号
＝
20
‐
1
5
3
8

マ
マ
パ
パ
ラ
イ
ン
ち
ば（
子
ど
も
劇
場

千
葉
県
セ
ン
タ
ー
内
）

　
就
学
前
の
子
ど
も
が
い
る
親
の
不
安

や
悩
み
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
時
＝
金
曜
日 

午
前
10
時
〜
午
後
4

時
電
話
番
号
＝
0
4
3
‐
2
0
4
‐
9 

3 

9 

0

チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン
千
葉（
子
ど
も
劇

前
な
ど
が
外
部
に
漏
れ
る
こ
と
は
絶
対

に
あ
り
ま
せ
ん
の
で
安
心
し
て
く
だ
さ

い
。

通
告
窓
口

県
子
ど
も
家
庭
1
1
0
番（
県
中
央
児

童
相
談
所
内
）

時
間
＝
24
時
間
対
応

電
話
番
号
＝
0
4
3
‐
2
5
2
‐
1 

1 

5 

2

子
ど
も
1
1
0
番（
市
子
育
て
支
援
課

内
）

日
時
＝
月
〜
金
曜
日 

午
前
8
時
30
分

〜
午
後
5
時
15
分

電
話
番
号
＝
23
‐
5
1
1
0

一
人
で
悩
ま
ず
に
相
談
を

　
子
育
て
に
は
悩
み
や
迷
い
は
つ
き
も

の
で
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
に
、
市
な
ど

で
実
施
し
て
い
る
相
談
窓
口
や
、
保
育

児
童
虐
待
と
は

身
体
的
虐
待
…
殴
る
・
蹴け

る
・
投
げ
落

と
す
な
ど
、
体
に
外
傷
が
生
じ
、
ま

た
は
、
生
じ
る
恐
れ
の
あ
る
暴
力

心
理
的
虐
待
…
無
視
・
脅
迫
・
兄
弟
間

の
差
別
的
な
扱
い
な
ど

性 

的
虐
待
…
子
ど
も
に
わ
い
せ
つ
な
行

為
を
す
る
こ
と
、
さ
せ
る
こ
と
、
見

せ
る
こ
と
な
ど

ネ 

グ
レ
ク
ト
…
食
事
を
与
え
な
い
、
入

浴
さ
せ
な
い
な
ど
、
養
育
の
拒
否
・

怠
慢
・
放
棄

疑
わ
し
い
と
き
も
連
絡
を

　

法
律
で
は
、
虐
待
を
発
見
し
た
り

疑
っ
た
り
し
た
人
は
、
市
や
児
童
相
談

所
に
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
通
告
し
た
人
の
名

場
千
葉
県
セ
ン
タ
ー
内
）

　
18
歳
以
下
の
人
の
悩
み
な
ど
の
相
談

に
応
じ
ま
す
。

日
時
＝
月
〜
金
曜
日 

午
後
4
時
〜
9

時
電
話
番
号
＝
0
1
2
0
‐
99
‐
7
7
7 

7
県
子
ど
も
家
庭
1
1
0
番（
県
中
央
児

童
相
談
所
内
）

　
子
ど
も
の
し
つ
け
や
教
育
の
悩
み
な

ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

時
間
＝
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
8
時

電
話
番
号
＝
0
4
3
‐
2
5
2
‐
1 

1 

5 

2

保
育
サ
ー
ビ
ス

な
か
よ
し
ひ
ろ
ば

　
子
育
て
に
関
す
る
質
問
や
悩
み
に
つ

い
て
、
親
同
士
が
情
報
交
換
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
親
子
の
交
流
の
場
で
、
保

育
士
と
看
護
師
が
見
守
る
中
、
子
ど
も

（
就
学
前
）も
安
心
し
て
遊
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

子
ど
も
館
2
階（
☎
20
‐
6
3
0
0
、

月
曜
日
・
第
3
日
曜
日
・
祝
日
は
休

館
）と
三
里
塚
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

1
階（
☎
40‐4
8
8
0
、
月
曜
日
・
祝

日
は
休
館
）を
開
放
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ（
市
子
育
て

支
援
課
内
）

　
病
気
な
ど
で
、
一
時
的
に
親
が
子
ど

も（
2
歳
〜
18
歳
）を
養
育
で
き
な
い
場

合
に
、
代
わ
り
に
養
育（
連
続
7
日
以

内
）し
ま
す
。

電
話
番
号
＝
20
‐
1
5
3
8

一
時
保
育（
市
保
育
課
内
）

　
や
む
を
得
な
い
事
情
で
、
一
時
的
に

親
が
子
ど
も（
就
学
前
）を
保
育
で
き
な

く
な
っ
た
場
合
に
、
代
わ
り
に
保
育
し

ま
す
。

電
話
番
号
＝
20
‐
1
6
0
7

な
の
は
な
ク
リ
ニ
ッ
ク

　

病
児
保
育
室
ゼ
フ
ィ
ル
ス
で
、
病

児
・
病
後
児
の
保
育（
小
学
校
低
学
年

ま
で
）を
実
施
し
て
い
ま
す（
21
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

電
話
番
号
＝
73
‐
8
1
1
0

※
く
わ
し
く
は
子
育
て
支
援
課（
☎

20
‐
1
5
3
8
）へ
。

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
月
間

心
配
な
と
き
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い

│ 

気
づ
く
の
は  

あ
な
た
と
地
域
の  

心
の
目 

│

虐
待
か
ら
子
ど
も
を
守
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
周
囲
の
人
た
ち
が
虐
待
に
い
ち
早
く
気
付
き
、

救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
虐
待
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
子
育
て
家

庭
へ
の
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
で
す
。

5 広報なりた 2012.11.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です広報なりた 2012.11.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です


